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平成２６年１０月から小児の水痘ワクチン、成人用肺炎球菌ワクチンの 

定期接種が始まりました。それぞれの予防接種の対象者等のお知らせです。 

この機会を逃さずに接種を受けましょう。 

【水痘ワクチン】 

・接種対象年齢 

  満１歳から３歳誕生日の前日まで。 

※既に水痘に罹ったことがある方は、接種の必要はありません。 

・接種回数 

  (標準的な接種年齢) 

   ・初回接種：生後12月から15月に至るまでの間 

   ・追加接種：初回接種終了後、６ヶ月から12ヶ月の間隔をおく 

・その他 

  任意接種として水痘ワクチンを接種したことがある場合は、既に接種した 

  回数分の定期接種を受けたものとみなします。 

・経過措置（平成２６年度に限り） 

  平成26年10月１日から平成27年３月31日まで 

３歳の誕生日から５歳の誕生日の前日までの方のうち、 

今までに水痘に罹ったことがなく、任意も含め水痘ワクチンを１回も接種 

したことがない方については、定期接種として１回接種できます。 

・持ち物 

母子手帳、予防接種ご案内のハガキ 

※ １０月中に５歳の誕生日を迎えるお子様は 

接種できる期間が非常に短いので 

ご注意ください。 

 

 

 

【成人肺炎球菌ワクチン】 

・接種対象者   

対象者 生年月日 

６５歳となる方 昭和２４年４月２日生 ～ 昭和２５年４月１日生 

７０歳となる方 昭和１９年４月２日生 ～ 昭和２０年４月１日生 

７５歳となる方 昭和１４年４月２日生 ～ 昭和１５年４月１日生 

８０歳となる方 昭和 ９年４月２日生 ～ 昭和１０年４月１日生 

８５歳となる方 昭和 ４年４月２日生 ～ 昭和 ５年４月１日生 

９０歳となる方 大正１３年４月２日生 ～ 大正１４年４月１日生 

９５歳となる方 大正 ８年４月２日生 ～ 大正 ９年４月１日生 

１００歳となる方 大正 ３年４月２日生 ～ 大正 ４年４月１日生 

１０１歳以上の方 大正 ３年４月１日以前の生まれ 

上記の年齢以外の60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能

やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある方も対象になりま

す。 

・その他 

既に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、 

定期接種の対象となりません。 

・持ち物 

  予防接種ご案内のハガキ 
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